
○ ２ｈａ超４ｈａ以下の農地転用許可事務を国から都道府県に移譲（当分の間、農林水産大臣に協議） ＜平成１０年：改正農地法施行＞
○ 農振制度に関する都道府県の事務を「機関委任事務」から「自治事務」へ ＜平成１２年：地方分権一括法（農振法）施行＞
○ ２ｈａ以下の農地転用許可事務を「法定受託事務」から「自治事務」へ ＜平成１３年：改正農地法施行＞
○ 農振制度に係る大臣協議を一部廃止 ＜平成２３年：第一次一括法（農振法）施行＞
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第一次分権改革前（平成１０年以前） 第一次分権改革（平成１２年以降）

・ ２ｈａ以下の農地転用許可
（H12：法定受託事務 ⇒ H13：自治事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・ ２ｈａ超４ｈａ以下の農地転用許可
（法定受託事務：大臣協議）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・地域整備法（農工法等）に基づく農地転用許可
（２ha超は法定受託事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備基本方針
（自治事務：大臣協議※（一部同意））

（事務処理特例条例により）
・４ｈａ以下の農地転用許可
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備計画
（自治事務：知事協議※（一部同意））

・４ｈａ超の農地転用許可

・農用地等の確保等に関する基本指針

・２ｈａ超の農地転用許可

・ ２ｈａ以下の農地転用許可
（機関委任事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・地域整備法（農工法等）に基づく農地転用許可
（機関委任事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備基本方針
（機関委任事務：大臣承認）

・農業振興地域整備計画
（団体事務：知事認可）

【平成10年】
２ｈａ超４ｈａ以下の農地
転用許可権限を移譲

農地・農振制度における地方分権改革

※H23：一部は大臣協議廃止

※H23：一部は知事協議廃止




